
「新東北港湾ビジョン検討委員会」規約 

 

第 1 条（趣旨） 

この規約は、新たな「東北港湾ビジョン」策定に関する「新東北ビジョン

検討委員会」（以下「委員会」という。）の設置について必要な事項を定める。 

 

第 2 条（目的） 

この委員会は、平成 26 年度に策定された「東北港湾ビジョン」の取組状況

等を踏まえ、新たな「東北港湾ビジョン」を策定するため、東北地方の港湾

に関して学識経験を有する者等の意見を聞くために設置する。 

 

第 3 条（委員会） 

委員会は別表に掲げる学識経験を有する者等（以下「委員」という。）をも

って構成する。 

2 委員長は、必要に応じ委員以外の者の委員会への出席を求めることができ

る。 

3 委員の任期は、新たな「東北港湾ビジョン」が策定される日の属する月の

末日までとする。 

 

第 4 条（委員長） 

委員会には委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、委員会の議事を務め、議事を整理する。 

4 委員長は、副委員長を指名する。 

5 副委員長は、委員長が委員会に出席できない場合には、その職務を代行す

る。 

 

第 5 条（委員会の運営） 

委員会は、委員現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。 

2 委員は、都合により委員会を欠席する場合、代理の者を出席させることが

できる。 

3 委員会は原則として非公開とし、委員会の冒頭のカメラ撮りは可とする。 

4 委員会終了後、速やかに議事要旨を作成し、発言者氏名を除き、委員会資

料とともに公開する。ただし、公開することが適切でないと委員長が認め

る場合には非公開とする。 

 

第 6 条（事務局） 

委員会の事務局は、東北地方整備局港湾空港部港湾計画課に置く。 

 

第 7 条（その他） 

本規約に定めない事項については、委員長が委員会に諮って定める。 

 

附則（施行期日） 

  この規約は、令和 2 年 6 月 17 日より施行する。 
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（令和 3 年 3 月 11 日） 
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（敬称略、順不同） 


